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   大学共同利用機関法人人間文化研究機構期末手当及び勤勉手当支給細則 
 
                          平成１６年 ４月 １日  

                                                   規 程 第 ４ ２ 号 
                                                 平成１７年１２月 １日改正 

                          平成２０年 １月１５日改正 
                          平成２０年 ３月２８日改正 
                          平成２１年 ６月２５日改正 
                          平成２１年１１月３０日改正 
                          平成２１年１２月１７日改正 
                          平成２２年 ３月２６日改正 
                          平成２２年１１月３０日改正 
                          平成２３年 ３月２８日改正 
                          平成２４年 ３月３０日改正 
                          平成２６年１２月１７日改正 
                          平成２７年 ３月２３日改正 
                          平成２８年 ３月１５日改正 
                          平成２９年 １月３０日改正 
                          平成２９年 ３月２７日改正 
                          平成３０年 １月２９日改正 
                          平成３１年 １月２８日改正 
                          令和 ２年 １月２７日改正 
                          令和 ３年 １月２５日改正 
                          令和 ５年 ２月２７日改正 
                          令和 ５年１２月１１日改正 
                          令和 ６年 １月２９日改正 

 
 
 
 （総則） 
第１条 大学共同利用機関法人人間文化研究機構職員給与規程（以下「職員給与規程」と

いう。）第２４条及び第２５条の規定による期末手当及び勤勉手当の支給については、

別に定める場合を除き、この細則の定めるところによる。 
 
 （期末手当の支給を受ける職員） 
第２条  職員給与規程第２４条第１項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、

同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員と

する。 
一 無給休職者 
二 刑事休職者 
三 停職者 
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四 パートタイム職員 
五 専従休職者 
六 無給派遣職員                           
七 育児休業職員（職員の育児休業等に関する規程第４条及び第４条の２により育児休

業をしている職員をいう。以下同じ。）（基準日以前に勤務した期間等がある職員を

除く。） 
八 交流派遣職員 

 
第３条 職員給与規程第２４条第１項の規定で定める基準日前１箇月以内に退職等をした

職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。 
 一 その退職し、若しくは解雇され、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該

当する職員であったもの 
 二 その退職又は解雇の後基準日までの間において次に掲げる者となった者 
  イ 大学共同利用機関法人人間文化研究機構職員退職手当規程第１０条に規定する別 

 に定める国立大学法人等（以下、「国立大学法人等」という。）の職員のうち、期 

 末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について、当機構職員としての在職期間 

 を当該国立大学法人等の職員としての在職期間に通算することとしている国立大学 

 法人等の職員 
  ロ 国家公務員 
  ハ 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法（昭和 29 年法律第 141

号）の適用を受ける職員のうち国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する

法律（昭和 23 年法律第 257 号）第２条第１号ロからニまでに掲げる事業を行う国

営企業に勤務する職員  
  ニ 検察官 

ホ 非特定独立行政法人（職員としての在職期間を当該法人の職員となった場合に、

職員としての在職期間を当該法人の職員としての在職期間に通算することとして

いる場合に限る。） 
 三  その退職に引き続き次に掲げる者となった者 
    イ 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の適用を受ける職員の

うち国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第２条第１号イに掲

げる事業を行う国営企業に勤務する職員  
  ロ 公庫等職員（国家公務員退職手当法（昭和 28 年法律第 182 号）第７条の２に規定

する公庫等職員及び特別の法律の規定により同条に規定する公庫等職員とみなさ

れる者をいう。以下同じ。）のうち、職員としての在職期間を公庫等職員としての

在職期間に通算することを認めている者 
   ハ 地方公務員のうち、職員としての在職期間を地方公務員としての在職期間に通算

することを認めている者 
 
 （期末手当に係る在職期間） 
第４条  職員給与規程第２４条第２項に規定する在職期間は、職員として在職した期間と

する。 
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２  前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。 
 一 第２条第３号から第５号までに掲げる職員（同条第４号に掲げる職員については、

勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。）として在職した期間につ

いては、その全期間 
 二 育児休業をしている職員（当該育児休業の期間（当該期間が二以上あるときは、そ

れぞれの期間を合算した期間）が１箇月以下である職員を除く。）として在職した期 

 間については、その２分の１の期間 
 三 休職にされていた期間（次に掲げる期間を除く。）については、その２分の１の期

間 
  イ  業務上のけがや病気（通勤災害によるものを含む。）による休職の期間及び結核

性疾患による休職の期間  
ロ  機構長が認める公共的機関の業務に従事することによる休職の期間 
ハ  教授、准教授及び助教のうち国と共同して行われる研究又は国の委託を受けて行

われる研究に係る業務に従事することによる休職の期間 
 
第５条  基準日以前６箇月以内の期間において、次に掲げる者が職員となつた場合（第２

号に掲げる者のうち国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第２条第

１号イに掲げる事業を行う国営企業に勤務する者並びに第４号及び第５号に掲げる者

にあっては、引き続き職員となった場合に限る。）は、その期間内においてそれらの者

として在職した期間は、前条第１項の在職期間に算入する。 
 一 国立大学法人等の職員のうち、期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給につい 

て、当該国立大学法人等の職員が本機構の職員となった場合に当該職員に対して期末 

手当及び勤勉手当に相当する給与を支給しないこととしている国立大学法人等の職員 
 二 国家公務員 
 三 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の適用を受ける職員 
 四 検察官 
 五 公庫等職員のうち職員としての在職期間を公庫等職員としての在職期間に通算する

ことを認めている者 
 六 地方公務員のうち職員としての在職期間を地方公務員としての在職期間に通算する

ことを認めている者 
 七 非特定独立行政法人（当該法人の職員が引き続き他の非特定独立行政法人の職員と

なった場合に当該職員に対して期末手当等に相当する給与を支給しないこととしてい

る場合に限る。） 
２  前項の期間の算定については、前条第２項の規定を準用する。 
 
第６条 職員給与規程第２４条第４項の機構長が別に定める加算割合は下記のとおりとす

る。 
 （役職段階別加算適用表） 

本給表 職務の級 加算割合 
一般職本給表 ８級以上 １００分の２０ 
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（一） 
 
 

７級・６級 １００分の１５ 
５級・４級 １００分の１０ 
３級 １００分の５ 

一般職本給表

（二） 
５級 １００分の１０ 
４級・３級 １００分の５ 

研究教育職 
本給表 
 
 
 
 
 

６級 １００分の２０ 
５級 
 

１００分の１５（機構長が別に定めるもの

にあっては１００分の２０） 
４級・３級 
 

１００分の１０（機構長が別に定める４級

にあっては１００分の１５） 
２級（機構長が別に定め

るものに限る。) 
１００分の５ 
 

指定職本給表  １００分の２０ 
 
 （管理職加算適用表） 

 
本給表 

 

本給の特別調整額 
 
の区分 

 
職務の級 

 

 
加算割合 

 
一般職本給表（一） 
 

Ⅰ種 ７級以上 
 

１００分の２５ 
Ⅱ種 １００分の１５ 

研究教育職本給表 
 

 ５級（機関の長） １００分の２５ 
Ⅱ種 ５級 １００分の１５ 

指定職本給表   １００分の２５ 
 
 （役職段階別加算職員の指定） 
第７条  職員給与規程第２４条第４項の「機構長が別に定める職員」は、研究教育職本給

表の職務の級２級の職務で基準日現在（基準日前１箇月以内に退職し、若しくは解雇さ

れた職員又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは解雇された又は死亡した日現

在）の経験年数（職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則第５条に規定する級

別資格基準表の適用に係る職員の経験年数（同細則第７条の規定に基づき経験年数の調

整を受ける職員にあっては、同条の規定による調整前の経験年数）をいう。）が、５年

（修士課程修了）以上である職員とする。 
 
 （一時差止処分の手続) 
第８条  機構長は、職員給与規程第２４条第７項の規定による一時差止処分（以下「一時

差止処分」という。）を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に対して次に掲

げる事項を記載した文書を交付するものとする。 
一 「一時差止処分書」の文字 
二 被処分者の氏名 
三 一時差止処分の内容 
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「ア（根拠条項を表示する。）により、イ（期末手当等の種類を表示する。）の支

給を一時差し止める。」 
四 一時差止処分を発令した日付 
五 人間文化研究機構長並びに氏名及び公印 
 
  （一時差止処分の取消しの申立ての手続等) 
第９条  職員給与規程第２４条第７項の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、そ

の理由を明示した書面で、機構長に対して行わなければならない。 
 
  （一時差止処分の取消しの通知) 
第１０条  機構長は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に

対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知するものとする。 
 （勤勉手当の支給を受ける職員） 
第１１条  職員給与規程第２５条第１項の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同

項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とす

る。 
一 休職者（労働者災害保険法適用による休職者を除く。） 
二 停職者 
三 パートタイム職員 
四 専従休職者 
五 派遣職員 
六 育児休業職員（基準日以前に勤務した期間がある職員を除く。） 
七 交流派遣職員 
 

 （勤勉手当の支給割合) 
第１２条  職員給与規程第２５条第２項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条の表に定

める在職期間による割合（以下同条において「期間率」という。)に機構長が定める職員

の勤務成績による割合（以下同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。 
 
 （勤勉手当の期間率) 
第１３条  期間率は、基準日以前６箇月以内の期間における職員の在職期間の区分に応じ 
て、次の表に定める割合とする。 
 
 

在職期間 割合 
 ６箇月  １００分の１００ 
 ５箇月１５日以上６箇月未満  １００分の９５ 
 ５箇月以上５箇月１５日未満  １００分の９０ 
 ４箇月１５日以上５箇月未満  １００分の８０ 
 ４箇月以上４箇月１５日未満  １００分の７０ 
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 ３箇月１５日以上４箇月未満  １００分の６０ 
 ３箇月以上３箇月１５日未満  １００分の５０ 
 ２箇月１５日以上３箇月未満  １００分の４０ 
 ２箇月以上２箇月１５日未満  １００分の３０ 
 １箇月１５日以上２箇月未満  １００分の２０ 
 １箇月以上１箇月１５日未満  １００分の１５ 
 １５日以上１箇月未満  １００分の１０ 
 １５日未満  １００分の５ 
 零  零 

 
 （勤勉手当に係る在職期間) 
第１４条  前条に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。 
２  前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。 
一 停職者、専従休職者の期間 
二 パートタイム職員の期間 
三 休職の期間（労働者災害保険法による休職の期間を除く。) 
四 給与を減額された場合（欠勤）の期間 
五 負傷又は疾病（業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法（昭和 22

年法律第 50 号）第７条第２項に規定する通勤による負傷若しくは疾病（派遣職員の派

遣先又は交流派遣職員の派遣先企業の業務上の負傷若しくは疾病又は労働者災害補償

保険法第７条第２項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。）を除く。)によ

り勤務しなかった期間が、職員の勤務時間、休暇に関する規程第１０条に規定する週

休日並びに同規程第１２条に規定する休日（以下「週休日等」という。)を除いた日が

３０日を超える場合には、その勤務しなかった全期間 
 六 育児休業をしている職員（当該育児休業の承認に係る期間（当該期間が２以上ある

ときは、それぞれの期間を合算した期間）が１箇月以下である職員を除く。）として

在職した期間 
  七 介護休業の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が３０日を超

える場合には、その勤務しなかった全期間 
 八 育児部分休業及び介護部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が３０日を超え

る場合には、その勤務しなかった全期間 
  九 基準日以前６箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定に

かかわらず、その全期間（業務傷病等、特別休暇、年次休暇等により全期間勤務しな

かった場合も、これに該当する。） 
 
第１５条  第５条第１項の規定は、前条に規定する職員として在職した期間の算定につい

て準用する。 
２  前項の期間の算定については、前条第２項各号に掲げる期間に相当する期間を除算す

る。 
 
 （勤勉手当の成績率) 
第１６条  成績率は、当該職員の勤務評定記録書又は勤務成績を判定するに足りると認め
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られる事実を考慮の上、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号

に定める割合の範囲内で機構長が定める。 
一 基準日以前６箇月以内の期間（以下「評定期間」という。）における勤務成績が特

に優秀な職員 １００分の１２５．５（特定幹部職員にあっては、１００分の１４９．

５） 
二 評定期間における勤務成績が優秀な職員（前号に該当する職員を除く。) １００分

の１１４（特定幹部職員にあっては、１００分の１３５、指定職本給表適用職員にあ

っては、１００分の１１８．５） 
三 評定期間における勤務成績が良好な職員（前２号に該当する職員を除く。) １００

分の１０２．５（特定幹部職員にあっては、１００分の１２２．５、指定職本給表適

用職員にあっては、１００分の１０５） 
四 評定期間において就業規則第３６条の規定による懲戒処分を受けた職員   

  イ 出勤停止の処分を受けた職員 １００分の４０（特定幹部職員にあっては、１０

０分の３０、指定職本給表適用職員にあっては、１００分の２０） 
  ロ 減給の処分を受けた職員（イに該当する職員を除く。） １００分の５０（特定

幹部職員にあっては、１００分の５０、指定職本給表適用職員にあっては、１００

分の４０） 
  ハ 戒告の処分を受けた職員（イ及びロに該当する職員を除く。） １００分の６０

（特定幹部職員にあっては、１００分の７０、指定職本給表適用職員にあっては、

１００分の６０） 
五 前４号に掲げる職員以外の職員  評定期間において訓告若しくは厳重注意を受けた

職員又は勤務成績が良好でない職員 １００分の６９．５（特定幹部職員にあっては、

１００分の８９．５、指定職本給表適用職員にあっては、１００分の７４．５） 
２ 定年前再任用短時間勤務職員については、１００分の４８．７５とし、評定期間にお

いて懲戒処分等を受けた場合においては当該各号に定める割合の範囲内で機構長が定め

る割合とする。 
 一 出勤停止の処分を受けた定年前再任用短時間勤務職員 １００分の２０ 
 二 減給の処分を受けた定年前再任用短時間勤務職員（第１号に該当する職員を除く。） 

１００分の２５ 
 三 戒告の処分を受けた定年前再任用短時間勤務職員（第１号及び第２号に該当する職

員を除く。） １００分の３０ 
 四  評定期間において訓告若しくは厳重注意を受けた定年前再任用短時間勤務職員又は

勤務成績が良好でない定年前再任用短時間勤務職員 １００分の３４．５ 
 
 （優秀者等の選考） 
第１７条 前条第１項第１号及び第２号に定める職員は、評定期間における期間率が１０

０分の１００未満の職員を除く職員の中から、次に掲げる方法により選考する。 
 一 機構本部に属する職員及び機関の長については、機構長が選考する。 
 二 機関に属する職員（機関の長を除く）については、当該機関の長が選考する。 
２ 前条第１項第２号に定める職員に係る選考数は、当該機関等の現在員（６月期にあっ

ては４月１日、１２月期にあっては１０月１日）の２５％を越えないものとする。 
３ 前条第１項第１号に定める職員に係る選考数は、前項で得られた数の内数とし、その

数の５％を越えないものとする。  
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 （期間の計算について） 
第１８条 第４条、第５条、第１４条、第１５条及び前条の期間の計算については、次に

定めるところによる。 
一 月により期間を計算する場合は、民法第１４３条の例により、応答日の前日をもっ て

１月として計算する。例：1 月 25 日～2 月 24 日→１箇月 
二 １月に満たない期間が２以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これ ら

の期間の計算については、日を月に換算する場合は３０日をもって１月とし、時間 を

日に換算する場合は８時間をもって１日とする。 
三 第１４条第２項第５号に規定する「勤務しなかった期間」とは、病気休暇の期間及 び

就業禁止（伝染性疾患の患者又は伝染性疾患の病原体の保有者である職員のうち、 他

の職員に感染のおそれが高いと認められる職員についてやむを得ないと認める場  

合）の期間をいう。ただし、事後措置としての軽勤務のための時間単位の病気休暇及 

び生理日の就業が著しく困難なため病気休暇の承認を得て勤務しなかった者について 

の病気休暇は含まれない。 
 （端数計算) 
第１９条  職員給与規程第２４条第２項の期末手当基礎額又は同規程第２５条第２項の勤

勉手当基礎額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。 
 
 
   附 則 
 この細則は、平成１６年４月１日から施行する。 
 
     附 則 
 この細則の改正は、平成１７年１２月１日から施行する。 
 
   附 則 
 この細則の改正は、平成２０年１月１５日から施行し、平成１８年４月１日から適用す

る。ただし、第４条第２項第３号ハの規定は平成１９年４月１日から、第１６条の規定は

平成１９年１２月１日から適用する。 
 
     附 則 
 この細則の改正は、平成２０年４月１日から施行する。 
 
   附 則 
 （施行期日） 
第１条 この細則の改正は、平成２１年６月２５日から施行し、平成２１年６月１日から

適用する。 
 
 (平成２１年６月に支給する勤勉手当に関する特例措置) 
第２条 平成２１年６月に職員に支給する勤勉手当に関する第１６条の規定の適用につい

ては、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の
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右欄に掲げる字句とする。 
 
第１項 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第１号 
 
 

１００分の１００（特定幹部職

員にあっては、１００分の１２

５） 

１００分の９４（特定幹部職員に

あっては、１００分の１１２） 
 

第２号 
 
 
 

１００分の８５（特定幹部職員

にあっては、１００分の１１０、

指定職本給表適用職員にあって

は、１００分の９２） 

１００分の７９．５（特定幹部職

員にあっては、１００分の９８．

５、指定職本給表適用職員にあっ

ては、１００分の８０．５） 
第３号 

 
 
 

１００分の７５（特定幹部職員

にあっては、１００分の９５、

指定職本給表適用職員にあって

は、１００分の８５） 

１００分の７０（特定幹部職員に

あっては、１００分の８５、指定

職本給表適用職員にあっては、１

００分の７５） 
第４号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１００分の３７．５（特定幹部

職員にあっては、１００分の３

２．５、指定職本給表適用職員

にあっては、１００分の２０） 

１００分の３３．５（特定幹部職

員にあっては、１００分の２７．

５、指定職本給表適用職員にあっ

ては、１００分の１７．５） 
１００分の４７．５（特定幹部

職員にあっては、１００分の５

２．５、指定職本給表適用職員

にあっては、１００分の４０） 

１００分の４３（特定幹部職員に

あっては、１００分の４５．５、

指定職本給表適用職員にあって

は、１００分の３５） 
１００分の５７．５（特定幹部

職員にあっては、１００分の７

２．５、指定職本給表適用職員

にあっては、１００分の６０） 

１００分の５２．５（特定幹部職

員にあっては、１００分の６３．

５、指定職本給表適用職員にあっ

ては、１００分の５２．５） 
第５号 

 
 
 

１００分の６２．５（特定幹部

職員にあっては、１００分の８

２．５、指定職本給表適用職員

にあっては、１００分の７５） 

１００分の５７．５（特定幹部職

員にあっては、１００分の７３、

指定職本給表適用職員にあって

は、１００分の６５．５） 
第２項 １００分の３５ １００分の３０ 

 
   附 則 
 この細則の改正は、平成２１年１２月１日から施行する。 
 
   附 則 
 この細則の改正は、平成２２年１月１日から施行する。 
 
   附 則 
 この細則の改正は、平成２２年４月１日から施行する。 
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   附 則 
 この細則の改正は、平成２２年１２月１日から施行する。 
 
   附 則 
 この細則の改正は、平成２３年４月１日から施行する。 
 
   附 則 
 この細則の改正は、平成２４年４月１日から施行する。 
 
   附 則 
 この細則の改正は、平成２６年１２月１７日から施行し、平成２６年１２月１日から適

用する。 
 
 
   附 則 
 この細則の改正は、平成２７年４月１日から施行する。 
 
   附 則 
 （施行期日） 
第１条 この細則は、平成２８年３月１５日から施行し、平成２７年４月１日から適用す

る。 
 （勤勉手当の成績率に関する経過措置） 
第２条 前条にかかわらず、本規程第１６条に規定する勤勉手当の成績率については、平

成２８年４月１日から適用する。ただし、前条の適用日から平成２８年３月３１日の間

は、次の各号に掲げる成績率に読み替える。 
 一 平成２７年６月期に支給する勤勉手当の成績率に関する第１６条の適用について 

  は、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の 
  右欄に掲げる字句とする。 

第１項 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

第１号 
 
 

１００分の１０２（特定幹部職

員にあっては、１００分の１２

８） 

１００分の９６（特定幹部職員に

あっては、１００分の１２２） 
 

第２号 
 
 
 

１００分の９１（特定幹部職員

にあっては、１００分の１１４、

指定職本給表適用職員にあって

は、１００分の１００） 

１００分の８５．５（特定幹部職

員にあっては、１００分の１０

８．５、指定職本給表適用職員に

あっては、１００分の９７） 
第３号 

 
 
 

１００分の８０（特定幹部職員

にあっては、１００分の１００、

指定職本給表適用職員にあって

は、１００分の８７．５） 

１００分の７５（特定幹部職員に

あっては、１００分の９５、指定

職本給表適用職員にあっては、１

００分の８５） 
第４号 

 
１００分の３９（特定幹部職員

にあっては、１００分の３２．

１００分の３６．５（特定幹部職

員にあっては、１００分の３１、



 11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５、指定職本給表適用職員にあ

っては、１００分の２１） 
指定職本給表適用職員にあって

は、１００分の２０．５） 
１００分の４９．５（特定幹部

職員にあっては、１００分の５

３、指定職本給表適用職員にあ

っては、１００分の４２） 

１００分の４６．５（特定幹部職

員にあっては、１００分の５０．

５、指定職本給表適用職員にあっ

ては、１００分の４３） 
１００分の６０（特定幹部職員

にあっては、１００分の７５、

指定職本給表適用職員にあって

は、１００分の６２） 

１００分の５６（特定幹部職員に

あっては、１００分の７１、指定

職本給表適用職員にあっては、１

００分の６２．５） 
第５号 

 
 
 

１００分の７０（特定幹部職員

にあっては、１００分の９０、

指定職本給表適用職員にあって

は、１００分の７７） 

１００分の６５．５（特定幹部職

員にあっては、１００分の８５．

５、指定職本給表適用職員にあっ

ては、１００分の７４．５） 
第２項 
 
 
 
 

 １００分の３７．５ １００分の３５ 
第１号 １００分の２１．５ １００分の２０ 
第２号 １００分の２７ １００分の２５ 
第３号 １００分の３２ １００分の３０ 
第４号 １００分の３７ １００分の３４．５ 

 
 二 平成２７年１２月期に支給する勤勉手当の成績率に関する第１６条の適用について 

 は、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の 

 右欄に掲げる字句とする。 
 
第１項 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

第１号 
 
 

１００分の１０２（特定幹部職

員にあっては、１００分の１２

８） 

１００分の１０９（特定幹部職員

にあっては、１００分の１３５） 
 

第２号 
 
 
 

１００分の９１（特定幹部職員

にあっては、１００分の１１４、

指定職本給表適用職員にあって

は、１００分の１００） 

１００分の９７（特定幹部職員に

あっては、１００分の１２０、指

定職本給表適用職員にあっては、

１００分の１０３） 
第３号 

 
 
 

１００分の８０（特定幹部職員

にあっては、１００分の１００、

指定職本給表適用職員にあって

は、１００分の８７．５） 

１００分の８５（特定幹部職員に

あっては、１００分の１０５、指

定職本給表適用職員にあっては、

１００分の９０） 
第４号 

 
 
 

１００分の３９（特定幹部職員

にあっては、１００分の３２．

５、指定職本給表適用職員にあ

っては、１００分の２１） 

１００分の４１．５（特定幹部職

員にあっては、１００分の３４．

５、指定職本給表適用職員にあっ

ては、１００分の２２） 
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１００分の４９．５（特定幹部

職員にあっては、１００分の５

３、指定職本給表適用職員にあ

っては、１００分の４２） 

１００分の５３（特定幹部職員に

あっては、１００分の５６、指定

職本給表適用職員にあっては、１

００分の４３） 
１００分の６０（特定幹部職員

にあっては、１００分の７５、

指定職本給表適用職員にあって

は、１００分の６２） 

１００分の６４（特定幹部職員に

あっては、１００分の７８．５、

指定職本給表適用職員にあって

は、１００分の６４） 
第５号 

 
 
 

１００分の７０（特定幹部職員

にあっては、１００分の９０、

指定職本給表適用職員にあって

は、１００分の７７） 

１００分の７４．５（特定幹部職

員にあっては、１００分の９５、

指定職本給表適用職員にあって

は、１００分の７９） 
第２項 
 
 
 
 

 １００分の３７．５ １００分の４０ 
第１号 １００分の２１．５ １００分の２３ 
第２号 １００分の２７ １００分の２８．５ 
第３号 １００分の３２ １００分の３４．５ 
第４号 １００分の３７ １００分の３９．５ 

 
   附 則 
 この細則は、平成２９年１月３０日から施行し、平成２８年１２月１日から適用する。

ただし、第１４条の規定については、平成２９年１月１日から適用する。 
 
   附 則 
 この細則は、平成２９年４月１日から施行する。 
 
   附 則 
（施行期日） 

第１条 この細則は、平成３０年１月２９日から施行し、平成２９年１２月１日から適用

する。 
 （勤勉手当の成績率に関する経過措置） 
第２条 前条にかかわらず、本規定第１６条に規定する勤勉手当の成績率については、平

成３０年４月１日から適用する。ただし、平成２９年１２月期に支給する勤勉手当の成

績率に関する第１６条第１項第１号から第３号及び第２項の適用については、次の表の

左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句とする。 
 
第１項 
 
 

 
 
 

第１号 
 
 

１００分の１１３（特定幹部職

員にあっては、１００分の１３

７） 

１００分の１１８（特定幹部職員

にあっては、１００分の１４２） 
 

第２号 
 
 

１００分の１０１．５（特定幹

部職員にあっては、１００分の

１２２．５、指定職本給表適用

１００分の１０６．５（特定幹部

職員にあっては、１００分の１２

７．５、指定職本給表適用職員に
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職員にあっては、１００分の１

０８．５） 
あっては、１００分の１１１） 
 

第３号 
 
 
 

１００分の９０（特定幹部職員

にあっては、１００分の１１０、

指定職本給表適用職員にあって

は、１００分の９５） 

１００分の９５（特定幹部職員に

あっては、１００分の１１５、指

定職本給表適用職員にあっては、

１００分の９７．５） 
第４号                       （略） 
第５号                            （略） 

第２項 
 
 
 
 

 １００分の４２．５ １００分の４５ 
第１号      （略）      （略） 
第２号      （略）      （略） 
第３号      （略）      （略） 
第４号      （略）      （略） 

 
   附 則 
（施行期日） 

第１条 この細則は、平成３１年１月２８日から施行し、平成３０年１２月１日から適用

する。 
 （勤勉手当の成績率に関する経過措置） 
第２条 前条にかかわらず、本規定第１６条に規定する勤勉手当の成績率については、平

成３１年４月１日から適用する。ただし、平成３０年１２月期に支給する勤勉手当の成

績率に関する第１６条第１項第１号から第３号及び第２項の適用については、次の表の

左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句とする。 
 
第１項 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

第１号 
 
 

１００分の１１５．５（特定幹部

職員にあっては、１００分の１３

９．５） 

１００分の１１８（特定幹部職員

にあっては、１００分の１４２） 
 

第２号 
 
 
 

１００分の１０４（特定幹部職員

にあっては、１００分の１２５、

指定職本給表適用職員にあって

は、１００分の１１１） 

１００分の１０６．５（特定幹部

職員にあっては、１００分の１２

７．５、指定職本給表適用職員に

あっては、１００分の１１３．５） 
第３号 

 
 
 

１００分の９２．５（特定幹部職

員にあっては、１００分の１１

２．５、指定職本給表適用職員に

あっては、１００分の９７．５） 

１００分の９５（特定幹部職員に

あっては、１００分の１１５、指

定職本給表適用職員にあっては、

１００分の１００） 
第４号                       （略） 
第５号                            （略） 

第２項 
 
 

 １００分の４５ １００分の４７．５ 
第１号      （略）      （略） 
第２号      （略）      （略） 
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第３号      （略）      （略） 
第４号      （略）      （略） 

 
   附 則 
（施行期日） 

第１条 この細則は、令和２年１月２７日から施行し、令和元年１２月１日から適用する。 
 （勤勉手当の成績率に関する経過措置） 
第２条 前条にかかわらず、本規定第１６条に規定する勤勉手当の成績率については、令

和２年４月１日から適用する。ただし、令和元年１２月期に支給する勤勉手当の成績率

に関する第１６条第１項第１号から第３号及び第２項の適用については、次の表の左欄

に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と

する。 
 
第１項 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

第１号 
 
 

１００分の１１８（特定幹部職員

にあっては、１００分の１４２） 
 

１００分の１２０．５（特定幹部

職員にあっては、１００分の１４

４．５） 
第２号 

 
 
 

１００分の１０６．５（特定幹部

職員にあっては、１００分の１２

７．５、指定職本給表適用職員に

あっては、１００分の１１３．５） 

１００分の１０９（特定幹部職員

にあっては、１００分の１３０、

指定職本給表適用職員にあって

は、１００分の１１６） 
第３号 

 
 
 

１００分の９５（特定幹部職員に

あっては、１００分の１１５、指

定職本給表適用職員にあっては、

１００分の１００） 

１００分の９７．５（特定幹部職

員にあっては、１００分の１１７．

５、指定職本給表適用職員にあっ

ては、１００分の１０２．５） 
第４号                       （略） 
第５号                            （略） 

第２項 
 
 
 
 

      （略）      （略） 
第１号      （略）      （略） 
第２号      （略）      （略） 
第３号      （略）      （略） 
第４号      （略）      （略） 

 
   附 則 
 この細則は、令和３年４月１日から施行する。 
 
 
    附 則                                                                    
  （施行期日）                                                                  
第１条 この細則は、令和５年２月２７日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 
ただし、第２条の改正は令和４年１０月１日から適用する。                           
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  （勤勉手当の成績率に関する経過措置）                                          
第２条 前条にかかわらず、本規程第１６条に規定する勤勉手当の成績率については、令

和５年４月１日から適用する。ただし、前条の適用日から令和５年３月３１日の間は、

次の各号に掲げる成績率に読み替える。                                      
  一 令和４年６月期に支給する勤勉手当の成績率に関する第１６条の適用については、

次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句とする。 
 
第１項 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

第１号 
 
 

１００分の１２３（特定幹部職員

にあっては、１００分の１４７） 
 

１００分の１１８（特定幹部職員に

あっては、１００分の１４２） 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２号 
 
 
 

１００分の１１１．５（特定幹部

職員にあっては、１００分の１３

２．５、指定職本給表適用職員に

あっては、１００分の１１６） 

１００分の１０６．５（特定幹部職

員にあっては、１００分の１２７．

５、指定職本給表適用職員にあって

は、１００分の１１３．５） 
第３号 
 
 
 

１００分の１００（特定幹部職員

にあっては、１００分の１２０、

指定職本給表適用職員にあって

は、１００分の１０２．５） 

１００分の９５（特定幹部職員にあ

っては、１００分の１１５、指定職

本給表適用職員にあっては、１００

分の１００） 
第４号 （略） 
第５号                         （略） 

第２項 １００分の４７．５ １００分の４５ 
 
  二 令和４年１２月期に支給する勤勉手当の成績率に関する第１６条の適用について

は、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

右欄に掲げる字句とする。 
  
第１項 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

第１号 
 

１００分の１２３（特定幹部職員

にあっては、１００分の１４７） 
１００分の１２８（特定幹部職員に

あっては、１００分の１５２） 
第２号 
 
 
 

１００分の１１１．５（特定幹部

職員にあっては、１００分の１３

２．５、指定職本給表適用職員に

あっては、１００分の１１６） 

１００分の１１６．５（特定幹部職

員にあっては、１００分の１３７．

５、指定職本給表適用職員にあって

は、１００分の１１８．５） 
第３号 
 
 

１００分の１００（特定幹部職員

にあっては、１００分の１２０、

指定職本給表適用職員にあって

は、１００分の１０２．５） 

１００分の１０５（特定幹部職員に

あっては、１００分の１２５、指定

職本給表適用職員にあっては、１０

０分の１０５） 
第４号              （略） 
第５号              （略） 

第２項     １００分の４７．５      １００分の５０ 
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    附 則                                                                    
  （施行期日）                                                                  
第１条 この細則は、令和５年１２月１１日から施行する。  
  （暫定再任用短時間勤務職員に関する読み替え）                                  
第２条 令和１４年３月３１日までの間、暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職

員とみなして、本規程第１６条第２項の規定を適用する。   
 
  附 則   
  （施行期日）                                                                  
第１条 この細則は、令和６年１月２９日から施行し、令和５年４月１日から適用する。

ただし、第２条の改正は令和５年１０月１日から適用する。 
（勤勉手当の成績率に関する経過措置）                                          
第２条 前条にかかわらず、本規程第１６条に規定する勤勉手当の成績率については、令

和６年４月１日から適用する。ただし、前条の適用日から令和６年３月３１日の間は、

次の各号に掲げる成績率に読み替える。                                      
  一 令和５年６月期に支給する勤勉手当の成績率に関する第１６条の適用については、

次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句とする。 
第１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１号 

 

 

１００分の１００分の１２５．

５（特定幹部職員にあっては、

１００分の１４９．５） 

１００分の１２３（特定幹部職

員にあっては、１００分の１４

７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２号 

 

 

 

１１４（特定幹部職員にあって

は、１００分の１３５、指定職

本給表適用職員にあっては、１

００分の１１８．５） 

１００分の１１１．５（特定幹

部職員にあっては、１００分の

１３２．５、指定職本給表適用

職員にあっては、１００分の１

１６） 

第３号 

 

 

 

１０２．５（特定幹部職員にあ

っては、１００分の１２２．５、

指定職本給表適用職員にあって

は、１００分の１０５） 

１００分の１００（特定幹部職

員にあっては、１００分の１２

０、指定職本給表適用職員にあ

っては、１００分の１０２．５） 

第４号 （略）  

第５号 （略）  

第２項     １００分の４８．７５  １００分の４７．５   

 
  二 令和５年１２月期に支給する勤勉手当の成績率に関する第１６条の適用について

は、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

右欄に掲げる字句とする。 
第１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１号 

 

 

１００分の１００分の１２５．５

（特定幹部職員にあっては、１０

０分の１４９．５） 

１００分の１２８（特定幹部職員

にあっては、１００分の１５２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２号 

 

 

 

１１４（特定幹部職員にあって

は、１００分の１３５、指定職本

給表適用職員にあっては、１００

分の１１８．５） 

１００分の１１６．５（特定幹部

職員にあっては、１００分の１３

７．５、指定職本給表適用職員に

あっては、１００分の１２１） 

第３号 

 

１０２．５（特定幹部職員にあっ

ては、１００分の１２２．５、指

１００分の１０５（特定幹部職員

にあっては、１００分の１２５、
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定職本給表適用職員にあっては、

１００分の１０５） 

指定職本給表適用職員にあって

は、１００分の１０７．５） 

 

 

第４号 （略） 

第５号 （略） 

第２項     １００分の４８．７５  １００分の５０  

 
 


